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公益財団法人佐賀市スポーツ協会補助金交付規則（内規） 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人佐賀市スポーツ協会（以下「協会」という。）会長は、協会の補

助金交付規則を明確にするため、この内規を定める。 

（補助金の交付申請）             

第２条 補助金の交付申請は、協会に加盟する団体の長が行う。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

(1)  加盟団体の主催事業、大会等の開催に要する経費 

(2)  加盟団体が行うスポーツ教室、講習会、研修会等の開催に要する経費 

(3)  県外で行われる大会等への選手派遣に要する経費 

（補助金の額）             

第４条 加盟団体への補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 校区体協が開催する事業については、体育大会に 120,000 円及び各種事業（大

会・講習会・スポーツ活動）に１事業 10,000円とし８事業までとする。 

(2) 月例会、定例会など年間を通して定期的に開催する事業については、月額 4,500

円とする。 

(3) 競技団体への補助金の額は、一事業につき 18,000円とする。 

(4) スポーツ教室及び各種大会選手派遣の補助金の額は、別に定める。 

(5) 前各号以外の事業については、事務局が審査し、会長が決定する。 

（補助金の重複） 

第５条 佐賀市及び佐賀市教育委員会等の補助金と重複して、この補助金を受けるこ

とはできない。 

（補足） 

第６条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規則（内規）は、公益財団法人佐賀市体育協会の設立の登記の日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この改正規則（内規）は、令和４年４月１日から施行する。 

 


